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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体内の観察部位を照明する照明光を導光するための第１及び第２ライトガイドであり
、血管情報観察に用いられる、波長が異なる第１及び第２の光のうちの少なくとも一方に
対する光透過率に差がある第１及び第２ライトガイドがそれぞれ内蔵された第１及び第２
の内視鏡を交換可能に接続する接続部と、
　前記接続部に接続された内視鏡の種類が前記第１及び第２の内視鏡のどちらであるかを
識別する内視鏡識別部と、
　前記第１及び第２光をそれぞれ発する第１及び第２半導体光源と、
　前記第１及び第２ライトガイドのいずれかで導光されて前記観察部位に向けて出射され
る前記第１及び第２光の出射光量の比率が、前記内視鏡の種類に関わらず所定の比率に維
持されるように、前記内視鏡の種類に応じて前記第１及び第２半導体光源の出力を制御す
る出力制御部であり、前記第１及び第２半導体光源の出力の一方が先に上限値に達した後
は、前記第１及び第２半導体光源のうち、前記上限値に達していない半導体光源の光量を
上げることで観察画像の明るさを補正する出力制御部と、
　前記露出制御により前記出射光量の比率を維持できなくなった場合に、その旨を報知す
るための報知処理を実行する報知部とを備えていることを特徴とする光源装置。
【請求項２】
　前記報知部は、前記第１及び第２内視鏡のうち、前記光透過率が低い方の内視鏡が接続
された場合にのみ前記報知処理を実行することを特徴とする請求項１記載の光源装置。
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【請求項３】
　前記第１及び第２ライトガイドは、前記第１光に対するそれぞれの第１光透過率の差と
、前記第２光に対するそれぞれの第２透過率の差が異なることを特徴とする請求項１又は
２記載の光源装置。
【請求項４】
　前記第１及び第２半導体光源の出力を制御するための駆動条件であり、前記第１及び第
２のライトガイドのそれぞれの光透過率に応じて前記出射光量の比率を前記所定の比率に
維持するための第１及び第２の駆動条件を予め記憶する記憶部を有しており、
　前記出力制御部は、前記第１及び第２の駆動条件に基づいて前記第１及び第２光源の出
力を制御することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の光源装置。
【請求項５】
　前記ライトガイドは、光ファイバをバンドル化したファイババンドルであることを特徴
とする請求項１～４のいずれか１項に記載の光源装置。
【請求項６】
　前記第１及び第２光のうち前記光透過率に相対的に大きな差があるのは前記第２光であ
り、
　前記第２光は、波長が約４３０ｎｍ以下の青色光であることを特徴とする請求項５記載
の光源装置。
【請求項７】
　前記青色光は、波長が約４１０±１０ｎｍであることを特徴とする請求項６記載の光源
装置。
【請求項８】
　前記第１光は、約５３０ｎｍ～５６０ｎｍの波長域の緑色光を含むことを特徴とする請
求項６又は７記載の光源装置。
【請求項９】
　前記第１光を発する前記第１半導体光源は、波長が約４４０±１０ｎｍの励起光を発す
る発光素子と、前記励起光によって前記緑色光を含む蛍光を発する蛍光体とからなること
を特徴とする請求項８記載の光源装置。
【請求項１０】
　第１及び第２内視鏡と、前記第１及び第２内視鏡が交換可能に接続される光源装置とを
備えた内視鏡システムにおいて、
　前記第１及び第２の内視鏡は、
　生体内の観察部位を照明する照明光を導光するための第１及び第２ライトガイドであり
、血管情報観察に用いられる、波長が異なる第１及び第２光のうちの少なくとも一方に対
する光透過率に差がある第１及び第２ライトガイドがそれぞれ内蔵されており、
　前記光源装置は、
　前記第１及び第２の内視鏡を交換可能に接続する接続部と、
　前記接続部に接続された内視鏡の種類が前記第１及び第２の内視鏡のどちらであるかを
識別する内視鏡識別部と、
　前記第１及び第２光をそれぞれ発する第１及び第２半導体光源と、
　前記第１及び第２ライトガイドのいずれかで導光されて前記観察部位に向けて出射され
る前記第１及び第２光の出射光量の比率が、前記内視鏡の種類に関わらず所定の比率に維
持されるように、前記内視鏡の種類に応じて前記第１及び第２半導体光源の出力を制御す
る出力制御部であり、前記第１及び第２半導体光源の出力の一方が先に上限値に達した後
は、前記第１及び第２半導体光源のうち、前記上限値に達していない半導体光源の光量を
上げることで観察画像の明るさを補正する出力制御部と、
　前記出射光量の比率を維持できなくなった場合に、前記出射光量の比率が変更されるこ
とを報知するための報知処理を実行する報知部とを備えていることを特徴とする内視鏡シ
ステム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡に光を供給するための光源装置、及び光源装置を用いた内視鏡システ
ムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　医療分野において、内視鏡システムを用いた内視鏡診断が普及している。内視鏡システ
ムは、生体内に挿入され先端に撮像素子や照明窓を配した挿入部を有する内視鏡と、内視
鏡に光を供給する光源装置と、撮像素子が出力する画像信号を処理するプロセッサ装置と
を備えている。内視鏡には、複数本の光ファイバからなるライトガイドが内蔵されており
、光源装置から供給された光はライトガイドによって照明窓に導光されて観察部位に照射
される。
【０００３】
　近年の内視鏡診断においては、白色光である通常光のもとで生体組織の表面の全体的な
性状を観察する通常観察に加えて、特定の波長に制限された特殊光を用いた特殊光観察も
行われるようになっている。特殊光観察には各種のものがあるが、例えば、波長によって
粘膜表層からの深達度が異なるという生体組織の光学特性を利用して、粘膜表層近くに存
在する表層血管と、表層血管よりも深層にある中深層血管をそれぞれ強調して表示する血
管強調観察が知られている（例えば特許文献１及び特許文献２参照）。生体組織に発生す
る癌などの異常組織においては血管の状態が正常組織と異なるため、血管強調観察は、早
期癌の発見などに有用性が認められている。
【０００４】
　血中ヘモグロビンの吸光係数は、波長依存性を有しており、波長が約４５０ｎｍ以下の
領域において急激に上昇し、青色領域の４０５ｎｍ付近においてピークを有している。ま
た、波長が４５０ｎｍ以下と比較すると低い値ではあるが、緑色領域の波長が約５３０ｎ
ｍ～５６０ｎｍにおいてもピークを有している。吸光係数が大きな波長の光を観察部位に
照射すると、血管では吸収が大きいので、血管とそれ以外の部分とのコントラストが高い
像が得られる。そのため、特許文献１の内視鏡システムでは、波長が約３９０～４４５ｎ
ｍの波長領域の青色光を表層血管強調用に、波長が約５３０～５５０ｎｍの波長領域の緑
色光を中深層血管強調用に利用して、表層血管と中深層血管のそれぞれの血管を強調する
血管強調画像を取得している。
【０００５】
　特許文献１に記載の光源装置では、キセノンランプなどの白色光源と、青色と緑色の波
長域に対して光透過性を有する回転フイルタとを組み合わせて青色光と緑色光を生成して
いる。また、特許文献１には、内視鏡で色基準物体を撮影して、得られた色毎に画像信号
のゲインを調節することにより色調のキャリブレーションを行う技術が開示されている（
段落００３５、００３６）。こうしたキャリブレーションを内視鏡毎に行えば、内視鏡の
機種に応じて光学系の透過特性に差がある場合においても、機種に関わらず適正な色調の
画像を得ることができる。
【０００６】
　特許文献２に記載の光源装置では、青色光や緑色光を発する光源として、レーザダイオ
ード（ＬＤ）やＬＥＤなどの半導体光源を用いている。青色光や緑色光の光量が大きいほ
ど血管のコントラストを高めることができる。半導体光源を利用すれば、特許文献１のキ
セノンランプと比較して高い出力が得られるため、高コントラストの画像を得やすい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－１３１１３０号公報
【特許文献２】特開２０１１－０４１７５８号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところが、既存の内視鏡のライトガイドの光透過特性を調べたところ、図１６に示すよ
うに、長波長領域と比較して短波長領域の光透過率が低く、特に、波長が約４３０ｎｍ以
下の青色領域において光透過率の落ち込みが激しいことが分かった。ライトガイドの光透
過率が低いと、ライトガイドで導光されて観察部位に出射される出射光量も落ちるため、
半導体光源の性能を活かしにくい。そのため、青色領域の光透過率を改善したライトガイ
ドを有する改良型の内視鏡の開発が検討されている。
【０００９】
　改良型の内視鏡を開発する場合でも、既存の内視鏡を保有するユーザ（内視鏡検査を行
う術者）の便宜を考えれば、改良型の内視鏡と既存の内視鏡のどちらも使用できるように
、光源装置においては両者の互換性を確保することが望ましい。
【００１０】
　しかし、ライトガイドの光透過特性が異なると、内視鏡の機種によって出射光量が異な
ってしまう。通常観察であれば、青色～赤色に至る広い波長域の一部の明るさが低下する
だけなので影響は少ないが、血管強調観察の場合は、青色光や緑色光といった単色光を利
用するため、青色光の光透過率の低下は、主要な観察対象である表層血管のコントラスト
の低下を招くため影響が大きい。
【００１１】
　そこで、青色光の出力だけを独立に制御できる半導体光源のメリットを活かして、既存
の内視鏡が使用される場合には、青色光の光源の出力だけを上げて、緑色光の光源との出
射光量の比率を、改良型内視鏡における出射光量の比率と同じにすることが考えられる。
【００１２】
　しかしながら、青色光の光源の出力を上げると、改良型内視鏡を使用する場合と比較し
て、当然ながら上限値までの出力の調整幅が狭まる。これは、既存の内視鏡においては、
青色光と緑色光の出射光量の比率を所定の比率に維持したまま露出制御を行うことができ
る調整幅が狭まることを意味する。既存の内視鏡において、青色光の光源の出力が上限値
に達した後も緑色光の光源の出力の調整幅には余裕があるため露出制御は可能である。し
かし、こうすると、やはり出射光量の比率が変化してしまう。
【００１３】
　出射光量の比率が変化すると、観察画像においては、表層血管のコントラストのみが低
下する。この場合でも中深層血管のコントラストは維持されるため、ユーザは表層血管の
コントラストの低下に気付きにくく、観察画像に描出される表層血管の状態がどの程度信
頼できるものか否かの判断が難しい。そのため、既存の内視鏡を安心して利用しにくいと
いう問題が生じる。
【００１４】
　特許文献１、２には、こうした課題やその解決策について明示も示唆もない。特許文献
１に記載の機種に応じたキャリブレーションは色調を補正するものであり、上記課題の解
決策にはならない。
【００１５】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたもので、その目的は、血管情報観察用の複数の半
導体光源を内蔵した光源装置で、ライトガイドの光学特性が異なる複数機種の内視鏡を使
用する場合において、内視鏡の機種に関わらず明るさ補正のための露出制御の調整幅を維
持しつつ、かつ、複数機種の内視鏡をユーザが安心して利用できるようにすることにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の光源装置は、生体内の観察部位を照明する照明光を導光するための第１及び第
２ライトガイドであり、血管情報観察に用いられる、波長が異なる第１及び第２光のうち
の少なくとも一方に対する光透過率に差がある第１及び第２ライトガイドがそれぞれ内蔵
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された第１及び第２の内視鏡を交換可能に接続する接続部と、接続部に接続された内視鏡
の種類が第１及び第２の内視鏡のどちらであるかを識別する内視鏡識別部と、第１及び第
２光をそれぞれ発する第１及び第２半導体光源と、第１及び第２ライトガイドのいずれか
で導光されて観察部位に向けて出射される第１及び第２光の出射光量の比率が、内視鏡の
種類に関わらず所定の比率に維持されるように、内視鏡の種類に応じて第１及び第２半導
体光源の出力を制御する出力制御部であり、第１及び第２半導体光源の出力の一方が先に
上限値に達した後は、第１及び第２半導体光源のうち、上限値に達していない半導体光源
の光量を上げることで観察画像の明るさを補正する出力制御部と、露出制御により出射光
量の比率を維持できなくなった場合に、その旨を報知するための報知処理を実行する報知
部とを備えていることを特徴とする。
【００１７】
　報知部は、第１及び第２内視鏡のうち、光透過率が低い方の内視鏡が接続された場合に
のみ報知処理を実行することが好ましい。
【００１８】
　第１及び第２ライトガイドは、例えば、第１光に対するそれぞれの第１光透過率の差と
、第２光に対するそれぞれの第２透過率の差が異なる。
【００１９】
　第１及び第２半導体光源の出力を制御するための駆動条件であり、第１及び第２のライ
トガイドのそれぞれの光透過率に応じて出射光量の比率を所定の比率に維持するための第
１及び第２の駆動条件を予め記憶する記憶部を有しており、出力制御部は、第１及び第２
の駆動条件に基づいて第１及び第２光源の出力を制御することが好ましい。
【００２０】
　ライトガイドは、例えば光ファイバをバンドル化したファイババンドルである。光透過
率に相対的に大きな差があるのは、例えば第２光であり、第２光は、例えば波長が約４３
０ｎｍ以下の青色光である。青色光は、例えば波長が約４１０±１０ｎｍである。また、
第１光は、例えば約５３０ｎｍ～５６０ｎｍの波長域の緑色光を含んでいる。
【００２１】
　第１光を発する第１半導体光源は、例えば、波長が約４４０±１０ｎｍの励起光を発す
る発光素子と、励起光によって前記緑色光を含む蛍光を発する蛍光体とからなる。
【００２２】
　本発明の内視鏡システムは、第１及び第２内視鏡と、第１及び第２内視鏡が交換可能に
接続される光源装置とを備えた内視鏡システムにおいて、第１及び第２の内視鏡は、生体
内の観察部位を照明する照明光を導光するための第１及び第２ライトガイドであり、血管
情報観察に用いられる、波長が異なる第１及び第２光のうちの少なくとも一方に対する光
透過率に差がある第１及び第２ライトガイドがそれぞれ内蔵されており、光源装置は、第
１及び第２の内視鏡を交換可能に接続する接続部と、接続部に接続された内視鏡の種類が
第１及び第２の内視鏡のどちらであるかを識別する内視鏡識別部と、第１及び第２光をそ
れぞれ発する第１及び第２半導体光源と、第１及び第２ライトガイドのいずれかで導光さ
れて観察部位に向けて出射される第１及び第２光の出射光量の比率が、内視鏡の種類に関
わらず所定の比率に維持されるように、内視鏡の種類に応じて第１及び第２半導体光源の
出力を制御する出力制御部であり、第１及び第２半導体光源の出力の一方が先に上限値に
達した後は、第１及び第２半導体光源のうち、上限値に達していない半導体光源の光量を
上げることで観察画像の明るさを補正する出力制御部と、露出制御により出射光量の比率
を維持できなくなった場合に、その旨を報知するための報知処理を実行する報知部とを備
えていることが好ましい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、血管情報観察用の複数の半導体光源を内蔵した光源装置で、ライトガ
イドの光学特性が異なる複数機種の内視鏡を使用する場合において、複数の半導体光源の
出力の一方が先に上限値に達した後は、出射光量の比率よりも露出制御を優先して他方の
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出力を上げて観察画像の明るさを補正し、出射光量の比率が維持できなくなった場合には
、その旨を報知するようにしたから、機種が変わっても露出制御の調整幅を維持しつつ、
かつ、安心して利用できるようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の内視鏡システムの外観図である。
【図２】内視鏡の先端部の正面図である。
【図３】内視鏡システムの電気的構成を示すブロック図である。
【図４】照明光の分光スペクトルを示すグラフである。
【図５】ヘモグロビンの吸収スペクトルを示すグラフである。
【図６】生体組織の散乱係数を示すグラフである。
【図７】撮像素子のカラーマイクロフイルタの分光特性を示すグラフである。
【図８】照明光の照射タイミング及び撮像タイミングを示す説明図である。
【図９】通常観察モード及び血管強調観察モードにおける画像処理手順を示す説明図であ
る。
【図１０】光源制御部の構成図である。
【図１１】ライトガイドの光透過特性を示すグラフである。
【図１２】駆動電流値と出射光量の関係を示すグラフである。
【図１３】露出制御値と駆動電流値の関係を示すグラフである。
【図１４】血管強調観察モードにおける光源制御手順を示すフローチャートである。
【図１５】血管強調用の光の別態様を示す説明図である。
【図１６】従来のライトガイドの光透過特性を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図１に示すように、本発明の第１実施形態の内視鏡システム１０は、生体内の観察部位
を撮像する内視鏡１１と、撮像により得られた信号に基づいて観察部位の観察画像を生成
するプロセッサ装置１２と、観察部位を照射する光を内視鏡１１に供給する光源装置１３
と、観察画像を表示するモニタ１４とを備えている。プロセッサ装置１２には、キーボー
ドやマウスなどの操作入力部であるコンソール１５が設けられている。
【００２６】
　内視鏡システム１０は、白色光のもとで観察部位を観察するための通常観察モードと、
特殊光を利用して観察部位に存在する血管を強調表示する血管強調観察モードを備えてい
る。血管強調観察モードは、血管のパターンなどの性状を把握して、腫瘍の良悪鑑別など
の診断を行うための特殊光観察モードであり、特殊光として、血中ヘモグロビンに対する
吸光度が高い波長域の狭帯域光が利用される。
【００２７】
　内視鏡１１は、被検者の消化管内に挿入される挿入部１６と、挿入部１６の基端部分に
設けられた操作部１７と、操作部１７とプロセッサ装置１２及び光源装置１３との間を連
結するユニバーサルコード１８とを備えている。
【００２８】
　挿入部１６は、先端から順に連設された、先端部１９、湾曲部２０、可撓管部２１から
なる。図２に示すように、先端部１９の先端面には、観察部位に照明光を照射する照明窓
２２、観察部位で反射した像光が入射する観察窓２３、観察窓２３を洗浄するために送気
・送水を行うための送気・送水ノズル２４、鉗子や電気メスといった処置具を突出させる
鉗子出口２５などが設けられている。観察窓２３の奥には、撮像素子４４（図３参照）や
結像用の光学系が内蔵されている。
【００２９】
　湾曲部２０は、連結された複数の湾曲駒からなり、操作部１７のアングルノブ２６を操
作することにより、上下左右方向に湾曲動作する。湾曲部２０が湾曲することにより、先
端部１９の向きが所望の方向に向けられる。可撓管部２１は、食道や腸など曲がりくねっ
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た管道に挿入できるように可撓性を有している。挿入部１６には、撮像素子４４を駆動す
る駆動信号や撮像素子４４が出力する画像信号を通信する通信ケーブルや、光源装置１３
から供給される照明光を照明窓２２に導光するライトガイド４３（図３参照）が挿通され
ている。
【００３０】
　操作部１７には、アングルノブ２６の他、処置具を挿入するための鉗子口２７、送気・
送水操作を行う送気・送水ボタン、静止画像を撮影するためのレリーズボタンなどが設け
られている。
【００３１】
　ユニバーサルコード１８には、挿入部１６から延設される通信ケーブルやライトガイド
４３が挿通されており、一端には、プロセッサ装置１２および光源装置１３側にコネクタ
２８が取り付けられている。コネクタ２８は、通信用コネクタ２８ａと光源用コネクタ２
８ｂからなる複合タイプのコネクタである。通信用コネクタ２８ａには通信ケーブルの一
端が配設されており、通信用コネクタ２８ａはプロセッサ装置１２のレセプタクルコネク
タ４２ａ（図３参照）に着脱自在に接続される。光源用コネクタ２８ｂにはライトガイド
４３の入射端が配設されており、光源用コネクタ２８ｂは光源装置１３のレセプタクルコ
ネクタ４２ｂ（図３参照）に着脱自在に接続される。
【００３２】
　図３に示すように、光源装置１３は、それぞれ発光波長が異なる２種類の第１及び第２
の光源モジュール３１、３２と、これらを駆動制御する光源制御部３４とを備えている。
光源制御部３４は、光源装置１３の各部の駆動タイミングや同期タイミングなどの制御を
行う。
【００３３】
　第１及び第２光源モジュール３１、３２は、特定の波長域の狭帯域光をそれぞれ発光す
るレーザダイオードＬＤ１、ＬＤ２を有している。図４に示すように、レーザダイオード
ＬＤ１は、青色領域において、例えば波長域が４４０±１０ｎｍに制限され、中心波長が
４４５ｎｍの狭帯域光Ｎ１を発光する。レーザダイオードＬＤ２は、青色領域において、
例えば波長域が４１０±１０ｎｍに制限され、中心波長が４０５ｎｍの狭帯域光である狭
帯域光Ｎ２を発光する。レーザダイオードＬＤ１、ＬＤ２としては、ＩｎＧａＮ系、Ｉｎ
ＧａＮＡｓ系、ＧａＮＡｓ系のものを用いることができる。また、レーザダイオードＬＤ
１、ＬＤ２としては、高出力化が可能なストライプ幅（導波路の幅）が広いブロードエリ
ア型のレーザダイオードが好ましい。
【００３４】
　第１光源モジュール３１は、通常観察用の白色光を発する光源である。第１光源モジュ
ール３１は、レーザダイオードＬＤ１に加えて、蛍光体３６を有している。図４に示すよ
うに、蛍光体３６は、レーザダイオードＬＤ１が発する４４５ｎｍの青色領域の狭帯域光
Ｎ１によって励起されて、緑色領域から赤色領域に渡る波長域の蛍光ＦＬを発光する。蛍
光体３６は、狭帯域光Ｎ１の一部を吸収して蛍光ＦＬを発光するとともに、残りの狭帯域
光Ｎ１を透過させる。蛍光体３６を透過する狭帯域光Ｎ１は、蛍光体３６によって拡散さ
れる。透過する狭帯域光Ｎ１と励起される蛍光ＦＬによって白色光が生成される。蛍光体
３６としては、例えば、ＹＡＧ系、ＢＡＭ（ＢｇＭｇＡｌ１０Ｏ１７）系等の蛍光体が使
用される。第１光源モジュール３１は、白色光の光量が多くなるように２個設けられてい
る。
【００３５】
　第２光源モジュール３２は、表層血管強調用の光源である。血中ヘモグロビンの吸光ス
ペクトルを表す図５において、血液のヘモグロビンの吸光係数μａは、波長依存性を有し
ており、波長が４５０ｎｍ以下の領域において急激に上昇し、４０５ｎｍ付近においてピ
ークを有している。また、波長が４５０ｎｍ以下と比較すると低い値ではあるが、波長が
５３０ｎｍ～５６０ｎｍにおいてもピークを有している。吸光係数μａが大きな波長の光
を観察部位に照射すると、血管においては吸収が大きいので、血管とそれ以外の部分との
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コントラストが大きな像が得られる。図５において、吸光スペクトルＨｂは酸素と結合し
ていない還元ヘモグロビンの吸光スペクトルを示し、吸光スペクトルＨｂＯ２は、酸素と
結合した酸化ヘモグロビンの吸光スペクトルを示す。
【００３６】
　また、図６に示すように、生体組織の光の散乱特性にも波長依存性があり、短波長にな
るほど散乱係数μＳは大きくなる。散乱は生体組織内への光の深達度に影響する。すなわ
ち、散乱が大きいほど、生体組織の粘膜表層付近で反射される光が多く、中深層に到達す
る光が少ない。そのため、短波長であるほど深達度は低く、長波長になるほど深達度は高
い。こうしたヘモグロビンの吸光特性と生体組織の光の散乱特性を鑑みて、血管強調用の
光の波長が選択される。
【００３７】
　第２光源モジュール３２が発する４０５ｎｍの狭帯域光Ｎ２は、深達度が低いので、表
層血管による吸収が大きいため、表層血管強調用の光として用いられる。狭帯域光Ｎ２を
用いることにより、観察画像において表層血管を高コントラストで描出することができる
。また、中深層血管強調用の光としては、第１光源モジュール３１が発する白色光の緑色
成分が用いられる。図５に示す吸光スペクトルにおいて、４５０ｎｍ以下の青色領域と比
較して、５３０ｎｍ～５６０ｎｍの緑色領域においては、吸光係数は緩やかに変化するた
め、中深層血管強調用の光は、青色領域ほど狭帯域であることは要求されない。そのため
、後述するように、撮像素子４４のＧ色のマイクロカラーフイルタによって白色光から色
分離した緑色成分が用いられる。
【００３８】
　光源制御部３４は、ドライバ３７を介してレーザダイオードＬＤ１、ＬＤ２の点灯、消
灯、光量の制御を行う。具体的には、光源制御部３４は、レーザダイオードＬＤ１、ＬＤ
２に対して駆動パルスを与えることにより、点灯させる。そして、駆動パルスのデューテ
ィ比を制御するＰＷＭ制御を行うことにより、駆動電流値を変化させて出力（発光量）を
制御する。駆動電流値の制御は、駆動パルスの振幅を変えるＰＡＭ制御などでもよい。
【００３９】
　第１及び第２光源モジュール３１、３２の光路の下流側には、分岐型ライトガイド４１
が設けられている。分岐型ライトガイド４１は、第１及び第２光源モジュール３１、３２
の光路を１つの光路に統合する光路統合部である。内視鏡１１のライトガイド４３の入射
端は１つであるため、分岐型ライトガイド４１によって、第１及び第２光源モジュール３
１、３２の光を内視鏡１１に供給する前段において、各モジュール３１、３２の光の光路
が統合される。分岐型ライトガイド４１は、入射端が複数に分岐した分岐部４１ａ～４１
ｃを有し、各分岐部４１ａ～４１ｃから入射した光を、１つの出射端４１ｅから出射する
。
【００４０】
　２つの第１光源モジュール３１はそれぞれ、分岐型ライトガイド４１の分岐部４１ａ、
４１ｂの入射面と対向するように配置され、第２光源モジュール３２は、分岐部４１ｃの
入射面と対向するように配置される。
【００４１】
　分岐型ライトガイド４１の出射端４１ｅは、内視鏡１１のコネクタ２８ｂが接続される
レセプタクルコネクタ４２ｂの近くに配置されている。出射端４１ｅには、光束の断面内
の光量分布を均一化するホモジナイザ５０が設けられており、分岐型ライトガイド４１に
入射した第１及び第２の光源モジュール３１、３２の光は、ホモジナイザ５０を経由して
、コネクタ２８ｂに配された内視鏡１１のライトガイド４３に供給される。
【００４２】
　内視鏡１１は、ライトガイド４３、撮像素子４４、アナログ処理回路４５（ＡＦＥ：An
alog Front End）、撮像制御部４６を備えている。ライトガイド４３は複数本の光ファイ
バをバンドル化したファイババンドルであり、コネクタ２８が光源装置１３に接続された
ときに、ライトガイド４３の入射端が光源装置１３のホモジナイザ５０の出射端と対向す
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る。ライトガイド４３の出射端は、２つの照明窓２２に光が導光されるように、照明窓２
２の前段で２本に分岐している。
【００４３】
　照明窓２２の奥には、照射レンズ４８が配置されている。光源装置１３から供給された
光はライトガイド４３により照射レンズ４８に導光されて照明窓２２から観察部位に向け
て照射される。照射レンズ４８は凹レンズからなり、ライトガイド４３から出射する光の
発散角を広げる。これにより、観察部位の広い範囲に照明光が照射される。
【００４４】
　観察窓２３の奥には、対物光学系５１と撮像素子４４が配置されている。観察部位で反
射した像光は、観察窓２３を通して対物光学系５１に入射し、対物光学系５１によって撮
像素子４４の撮像面４４ａに結像される。
【００４５】
　撮像素子４４は、ＣＣＤイメージセンサやＣＭＯＳイメージセンサなどからなり、フォ
トダイオードなどの画素を構成する複数の光電変換素子がマトリックスに配列された撮像
面４４ａを有している。撮像素子４４は、撮像面４４ａで受光した光を光電変換して、各
画素においてそれぞれの受光量に応じた信号電荷を蓄積する。信号電荷はアンプによって
電圧信号に変換されて読み出される。電圧信号は画像信号として撮像素子４４から出力さ
れて、画像信号はＡＦＥ４５に送られる。
【００４６】
　撮像素子４４は、カラー撮像素子であり、撮像面４４ａには、図７に示すような分光特
性を有するＢ、Ｇ、Ｒの３色のマイクロカラーフイルタが各画素に割り当てられている。
マイクロカラーフイルタによって、第１光源モジュール３１が発光する白色光がＢ、Ｇ、
Ｒの３色に分光される。マイクロカラーフイルタの配列は例えばベイヤー配列である。
【００４７】
　図８に示すように、通常観察モードにおいては、撮像素子４４は、１フレームの取得期
間内で、信号電荷を蓄積する蓄積動作と、蓄積した信号電荷を読み出す読み出し動作が行
なわれる。図８（Ａ）に示すように、通常観察モードにおいては、蓄積タイミングに合わ
せてレーザダイオードＬＤ１が点灯し、照明光として狭帯域光Ｎ１と蛍光ＦＬとからなる
白色光が観察部位に照射され、その反射光が撮像素子４４に入射する。撮像素子４４にお
いて、白色光はマイクロカラーフイルタで色分離されて、狭帯域光Ｎ１に対応する反射光
をＢ画素が受光し、蛍光ＦＬの中のＧ成分をＧ画素が、蛍光ＦＬの中のＲ成分に対応する
反射光をＲ画素が受光する。撮像素子４４は、読み出しタイミングに合わせて、Ｂ、Ｇ、
Ｒの各画素の画素値が混在した１フレーム分の画像信号Ｂ、Ｇ、Ｒをフレームレートに従
って順次出力する。こうした撮像動作は、通常観察モードに設定されている間、繰り返さ
れる。
【００４８】
　血管強調観察モードにおいては、図８（Ｂ）に示すように、蓄積タイミングに合わせて
第１光源モジュール３１に加えて、第２光源モジュール３２が点灯する。第１光源モジュ
ール３１が点灯すると、通常観察モードと同様に、照明光として狭帯域光Ｎ１と蛍光ＦＬ
とからなる白色光（Ｎ１＋ＦＬ）が観察部位に照射される。第２光源モジュール３２が点
灯すると、白色光（Ｎ１＋ＦＬ）に、狭帯域光Ｎ２が追加されて、これらが照明光として
観察部位に照射される。
【００４９】
　通常観察モードと同様に、白色光に狭帯域光Ｎ２が追加された照明光は、撮像素子４４
のＢ，Ｇ，Ｒのマイクロカラーフイルタで分光される。撮像素子４４において、Ｂ画素は
、狭帯域光Ｎ１に加えて、狭帯域光Ｎ２を受光する。Ｇ画素は、蛍光ＦＬのＧ成分を受光
する。Ｒ画素は、蛍光ＦＬのＲ成分を受光する。血管強調観察モードにおいても、撮像素
子４４は、読み出しタイミングに合わせて、画像信号Ｂ、Ｇ、Ｒをフレームレートに従っ
て順次出力する。こうした撮像動作は、血管強調観察モードに設定されている間、繰り返
される。
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【００５０】
　図３において、ＡＦＥ４５は、相関二重サンプリング回路（ＣＤＳ）、自動ゲイン制御
回路（ＡＧＣ）、及びアナログ／デジタル変換器（Ａ／Ｄ）（いずれも図示省略）から構
成されている。ＣＤＳは、撮像素子４４からのアナログの画像信号に対して相関二重サン
プリング処理を施し、信号電荷のリセットに起因するノイズを除去する。ＡＧＣは、ＣＤ
Ｓによりノイズが除去された画像信号を増幅する。Ａ／Ｄは、ＡＧＣで増幅された画像信
号を、所定のビット数に応じた階調値を持つデジタルな画像信号に変換してプロセッサ装
置１２に入力する。
【００５１】
　撮像制御部４６は、プロセッサ装置１２内のコントローラ５６に接続されており、コン
トローラ５６から入力されるベースクロック信号に同期して、撮像素子４４に対して駆動
信号を入力する。撮像素子４４は、撮像制御部４６からの駆動信号に基づいて、所定のフ
レームレートで画像信号をＡＦＥ４５に出力する。
【００５２】
　ＩＤメモリ４７は、内視鏡１１の機種及び個体を識別するための識別情報である内視鏡
ＩＤが記憶された記憶部であり、例えばＥＥＰＲＯＭやフラッシュメモリなどの不揮発性
メモリからなる。内視鏡ＩＤは、コネクタ２８ａを通じてプロセッサ装置１２に出力され
る。もちろん、ＩＤメモリ４７としては、無線で情報送信が可能なＲＦＩＤタグなどを利
用してもよい。
【００５３】
　プロセッサ装置１２は、コントローラ５６の他、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）
５７、画像処理部５８と、フレームメモリ５９と、表示制御回路６０を備えている。コン
トローラ５６は、ＣＰＵ、制御プログラムや制御に必要な設定データを記憶するＲＯＭ、
プログラムをロードして作業メモリとして機能するＲＡＭなどからなり、ＣＰＵが制御プ
ログラムを実行することにより、プロセッサ装置１２の各部を制御する。
【００５４】
　ＤＳＰ５７は、撮像素子４４が出力する画像信号を取得する。ＤＳＰ５７は、Ｂ、Ｇ、
Ｒの各画素に対応する信号が混在した画像信号を、Ｂ、Ｇ、Ｒの画像信号に分離し、各色
の画像信号に対して画素補間処理を行う。この他、ＤＳＰ５７は、ガンマ補正や、Ｂ、Ｇ
、Ｒの各画像信号に対してホワイトバランス補正などの信号処理を施す。
【００５５】
　また、ＤＳＰ５７は、画像信号Ｂ、Ｇ、Ｒに基づいて露出値を算出して、画像全体の光
量が不足している場合（露出アンダー）には照明光の光量を上げるように、光量が高すぎ
る場合（露出オーバー）には照明光の光量を下げるように、コントローラ５６を介して光
源装置１３に対して露出制御信号を送信する（図１０参照）。
【００５６】
　フレームメモリ５９は、ＤＳＰ５７が出力する画像データや、画像処理部５８が処理し
た処理済みのデータを記憶する。表示制御回路６０は、フレームメモリ５９から画像処理
済みの画像データを読み出して、コンポジット信号やコンポーネント信号などのビデオ信
号に変換してモニタ１４に出力する。
【００５７】
　図９（Ａ）に示すように、通常観察モードにおいては、画像処理部５８は、ＤＳＰ５７
によってＢ、Ｇ、Ｒの各色に色分離された画像信号Ｂ、Ｇ、Ｒに基づいて、通常観察用の
表示画像（観察画像Ｐ）を生成する。生成された観察画像Ｐはモニタ１４に出力される。
画像処理部５８は、フレームメモリ５９内の画像信号Ｂ、Ｇ、Ｒが更新される毎に、表示
画像を更新する。観察画像Ｐでは、粘膜、表層血管６１及び中深層血管６２などの観察部
位の全体的な性状がフルカラーで表示される。
【００５８】
　図９（Ｂ）に示すように、血管強調観察モードにおいては、画像処理部５８は、画像信
号Ｂ、Ｇ、Ｒに基づいて、血管強調観察用の表示画像を生成する。血管強調観察モードに
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おける画像信号Ｂには、白色光のＢ成分（狭帯域光Ｎ１と蛍光ＦＬの一部を含む）に加え
て、狭帯域光Ｎ２の情報が含まれているため、表層血管が高コントラストで描出される。
癌などの病変においては、正常組織と比較して、表層血管の密集度が高くなる傾向がある
など血管のパターンに特徴があるため、腫瘍の良悪鑑別を目的とする血管強調観察におい
ては、表層血管が鮮明に描出されることが好ましい。また、画像信号Ｇには、中深層血管
の情報が多く含まれているため、画像信号Ｇに対しては輪郭強調処理などが施されて中深
層血管が強調される。
【００５９】
　血管強調観察用の表示画像は、通常観察用と同様に、三色の画像信号Ｂ、Ｇ、Ｒに基づ
いて生成されるため観察部位をフルカラーで表示することが可能となるが、血管強調観察
モードにおける画像信号Ｂは、通常観察モードにおける画像信号Ｂと比較すると、青色の
濃度が高い。そのため、血管強調観察用の表示画像を生成する場合には、通常観察用の表
示画像と同様の色味になるように色補正が行われる。画像処理部５８は、フレームメモリ
５９内の画像信号Ｂ、Ｇ、Ｒが更新される毎に、血管強調観察用の表示画像（観察画像Ｐ
Ｅ）を生成する。観察画像ＰＥでは、観察画像Ｐと同様に観察部位がフルカラーで表示さ
れるが、観察画像Ｐと比較して、表層血管６１と中深層血管６２が高コントラストで描出
されて強調表示される。
【００６０】
　なお、血管強調観察用の表示画像を生成する方式としては、画像信号Ｒを使わずに、画
像信号Ｂ、Ｇの二色のみで生成して、画像信号Ｂをモニタ１４のＢチャンネル及びＧチャ
ンネルに、画像信号Ｇに対応する信号をモニタ１４のＲチャンネルに割り当てる方式など
、観察部位を疑似カラーで表示する方式を採用してもよい。
【００６１】
　図１０において、内視鏡システム１０は、複数種類の内視鏡１１Ａ、１１Ｂを使用する
ことが可能である。内視鏡１１Ｂは、ライトガイド４３Ｂを有する既存の内視鏡であり、
内視鏡１１Ａは、ライトガイド４３Ｂに対して光透過特性が改善されたライトガイド４３
Ａを有する改良型の内視鏡である。
【００６２】
　図１１に示すように、ライトガイド４３Ｂの光透過特性Ｂは、波長が４３０ｎｍ以下の
青色領域、特に約４００ｎｍ付近において光透過率が落ち込んでいる。これに対して、ラ
イトガイド４３Ａの光透過特性Ａは、ライトガイド４３Ｂと比較して、主として青色領域
における光透過率が向上している。
【００６３】
　光透過特性Ａ、Ｂを比較すると、青色領域におけるそれぞれの光透過率ＴＡ２、ＴＢ２
の差ｄ２は大きく、青色領域に対して波長が長い緑色領域の光透過率ＴＡ１、ＴＢ１の差
ｄ１は小さい。そのため、内視鏡１１Ａ、１１Ｂに対して光源装置１３から供給する光の
出力と、各内視鏡１１Ａ、１１Ｂのライトガイド４３Ａ、４３Ｂで導光されてそれぞれの
照明窓２２から観察部位に出射される出射光量との関係は、図１２に示すようになる。
【００６４】
　図１２において、駆動電流値は、レーザダイオードＬＤ１、ＬＤ２を駆動するための電
流値であり、第１光源モジュール３１、３２のそれぞれの光の出力と対応する。グラフＧ
Ａ、ＧＢは、内視鏡１１Ａ、１１Ｂを使用する場合における、第１光源モジュール３１が
発する白色光のＧ成分の出力と、出射光量との関係であり、グラフＮ２Ａ、Ｎ２Ｂは、第
２光源モジュール３２の出力と、出射光量との関係である。レーザダイオードＬＤ１、Ｌ
Ｄ２は、駆動電流値がバイアス電流値を超えると、駆動電流値の増加に対応して出力が増
加する。
【００６５】
　グラフＧＡ、ＧＢに示すように、第１光源モジュール３１が発する白色光のＧ成分につ
いては、それに対応する、ライトガイド４３Ａ、４３Ｂの光透過率ＴＡ１、ＴＢ１の差Δ
１が小さいため、第１光源モジュール３１の出力が同じ場合には、出射光量の差も小さい
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。これに対して、グラフＮ２Ａ、Ｎ２Ｂに示すように、第２光源モジュール３２が発する
狭帯域光Ｎ２については、ライトガイド４３Ａ、４３Ｂの光透過率ＴＡ２、ＴＢ２の差Δ
１が大きいため、第２光源モジュール３２の出力が同じ場合には、出射光量の差も大きい
。ライトガイド４３Ｂの光透過率ＴＢ２は、ライトガイド４３Ａの光透過率ＴＡ２の約半
分程度であるため、出射光量も半分程度に落ち込む。
【００６６】
　図１０において、光源制御部３４には、駆動電流制御部６６、内視鏡識別部６７、基本
駆動条件テーブル（ＴＢＬ）６８が設けられている。駆動電流制御部６６は、プロセッサ
装置１２のＤＳＰ５８から送信される、画像全体の明るさを補正するための露出制御信号
を受信して、第１及び第２光源モジュール３１、３２の出力を制御する。
【００６７】
　内視鏡識別部６７は、プロセッサ装置１２経由で送信される内視鏡ＩＤに基づいて、接
続されている内視鏡１１が内視鏡１１Ａ、１１Ｂのどちらであるかを識別する。内視鏡識
別部６７には、内視鏡ＩＤと内視鏡１１Ａ、１１Ｂのいずれかを表す機種情報との対応関
係を記憶した機種テーブル（ＴＢＬ）６７ａが設けられている。内視鏡識別部６７は、機
種テーブル６７ａを参照して識別した機種情報を駆動電流制御部６６に送信する。
【００６８】
　駆動電流制御部６６は、受信した機種情報に基づいて基本駆動条件テーブル６８から基
本駆動条件を読み出す。基本駆動条件は、血管強調観察モードにおける第１光源モジュー
ル３１、３２の駆動電流値の比率を定めたものである。照明窓２２から出射される、白色
光（Ｎ１＋ＦＬ）と狭帯域光Ｎ２の出射光量の比率（出射光量比）は、観察画像における
表層血管のコントラストと中深層血管のコントラストのバランスに影響するので、露出制
御を行う場合において、原則として出射光量比が所定の比率に維持される。また、ライト
ガイド４３Ａ、４３Ｂの光透過特性が異なる内視鏡１１Ａと内視鏡１１Ｂのどちらの場合
でも、照明光の出射光量比が同じになるように、基本駆動条件が変更される。基本駆動条
件テーブル６８には、内視鏡１１Ａ用の条件Ａと、内視鏡１１Ｂ用の条件Ｂが格納されて
いる。
【００６９】
　図１３において、横軸は、光源制御部３４がプロセッサ装置１２から受信する露出制御
信号で指定される目標となる露出制御値であり、縦軸は、目標となる露出制御値を得るた
めに必要なレーザダイオードＬＤ１、ＬＤ２の駆動電流値である。目標となる露出制御値
が高いほど、必要となる駆動電流値も上昇して、レーザダイオードＬＤ１、ＬＤ２の出力
が増加する。グラフＧ－ＬＤ２Ａは、条件Ａに対応するもので、内視鏡１１Ａを使用した
場合の露出制御値とレーザダイオードＬＤ２の駆動電流値の関係を示し、グラフＧ－ＬＤ
２Ｂは、条件Ｂに対応するもので、内視鏡１１Ｂを使用した場合の露出制御値とレーザダ
イオードＬＤ２の駆動電流値の関係を示す。グラフＧ－ＬＤ１は、条件Ａ、Ｂに共通する
もので、露出制御値とレーザダイオードＬＤ１の駆動電流値との関係を示す。
【００７０】
　図１３に示すように、内視鏡１１Ａ用の条件Ａでは、例えば、第１光源モジュール３１
のレーザダイオードＬＤ１の駆動電流値を「１」（Ｇ－ＬＤ１参照）とすると、第２光源
モジュール３２のレーザダイオードＬＤ２の駆動電流値は「５」（Ｇ－ＬＤ２Ａ参照）に
設定されており、ＬＤ１に対するＬＤ２の駆動電流値の比率は１：５である。内視鏡１１
Ａを使用した場合の露出制御は、条件Ａの比率を保ったまま行われる。
【００７１】
　例えば、挿入部１６の先端部１９から観察対象までの距離が遠く観察対象からの反射光
が少ない場合や、撮像素子４４のシャッタスピードが短く設定されている場合には、撮像
素子４４の受光量が不足して露出アンダーとなる。この場合には、プロセッサ装置１２か
ら光源装置１３に対して、レーザダイオードＬＤ１、ＬＤ２の出力を上げるように要求す
る露出制御信号が送られる。光源装置１３は、露出制御信号で指定される露出制御値に応
じて、条件Ａの比率を保ったまま、レーザダイオードＬＤ１、ＬＤ２の駆動電流値を上げ
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る。反対に、露出オーバの場合には、条件Ａの比率を保ったまま、レーザダイオードＬＤ
１、ＬＤ２の出力を下げる。
【００７２】
　これに対して、内視鏡１１Ｂ用の条件Ｂは、例えば、レーザダイオードＬＤ１の駆動電
流値を「１」（Ｇ－ＬＤ１参照）とすると、レーザダイオードＬＤ２の駆動電流値は「１
０」（Ｇ－ＬＤ２Ｂ参照）に設定されており、ＬＤ１に対するＬＤ２の駆動電流値の比率
は１：１０である。条件Ｂは、図１１で示した、ライトガイド４３Ａ、４３Ｂにおける光
透過率Ｔ２Ａ、Ｔ２Ｂの差Δ２を考慮して決定された値であり、条件Ａと比較して、レー
ザダイオードＬＤ２の駆動電流値の比率が高い。これにより、第２光源モジュール３２の
出力が上がり、内視鏡１１Ｂのライトガイド４３Ｂの青色領域の光透過率の低下分が補償
される。内視鏡１１Ｂを使用した場合の露出制御は、レーザダイオードＬＤ２の駆動電流
値が上限値（ｍａｘ）に達するまでの間、条件Ｂの比率を保ったまま行われる。
【００７３】
　このように、駆動電流制御部６６は、光源装置１３に接続された内視鏡が内視鏡１１Ａ
か内視鏡１１Ｂかに応じて、基本駆動条件を変更することで、内視鏡１１Ａを使用した場
合と内視鏡１１Ｂを使用した場合の出射光量比を同じにする。しかし、図１３のグラフで
明らかなように、出射光量比を所定の比率に維持したまま露出制御を行うことができる調
整幅は、内視鏡１１Ａの場合は露出制御値Ｅ２までであるのに対して、内視鏡１１Ｂの場
合は、露出制御値Ｅ２より低い値である露出制御値Ｅ１までというように、内視鏡１１Ｂ
の方が狭い。
【００７４】
　露出制御の調整幅が違うと、内視鏡１１Ｂを内視鏡１１Ａと同じ状況（例えば、観察部
位、観察距離が同じ）で使用した場合でも、露出制御値Ｅ１からＥ２の範囲においては、
内視鏡１１Ａと内視鏡１１Ｂのそれぞれの観察画像の明るさが違ってしまう。より具体的
には、内視鏡１１Ａは露出制御により画面の明るさが確保されるのに対して、内視鏡１１
Ｂは露出制御ができないため画面が暗くなってしまう。
【００７５】
　内視鏡の機種によって画面の明るさに違いがあると、ユーザである術者にとっては使い
勝手が悪い。また、画面が暗いと先端部１９の位置の確認など操作性にも影響を与えるた
め好ましくない。そのため、内視鏡１１Ｂを使用した場合の画面の明るさを確保するため
に、駆動電流制御部６６は、出射光量比の維持よりも露出制御を優先する。具体的には、
露出制御値Ｅ１からＥ２の範囲においては、条件Ｂで指定された基本駆動条件に関わらず
、レーザダイオードＬＤ１の駆動電流値のみを上げて出力を上げる。これにより画面の明
るさが確保される。
【００７６】
　ただし、こうすると、当然ながら出射光量比を所定の比率に保てなくなり、相対的に狭
帯域光Ｎ１の光量が低下するため、観察画像ＰＥ（図９参照）における表層血管のコント
ラストが低下する。表層血管６１のコントラストの低下は、観察画像ＰＥにおける表層血
管のコントラストと中深層血管のコントラストのバランスに影響するとともに、例えば出
射光量比が所定の比率に保たれていれば描出されるはずの血管が描出されなくなるという
ように、血管の見え方に影響を与える。しかし、観察画像ＰＥにおいて表層血管のコント
ラストが低下しても中深層血管のコントラストは維持されるため、術者は表層血管のコン
トラストが低下したことを気付きにくい。
【００７７】
　そのため、駆動電流制御部６６は、露出制御値Ｅ１～Ｅ２の範囲において、条件Ｂで指
定された比率を維持できなくなった場合に報知処理を実行する。報知処理において、駆動
電流制御部６６は、プロセッサ装置１２に対して、照明条件（出射光量比）が変更された
ことを報知するように報知指令を送信する。プロセッサ装置１２のコントローラ５６は、
報知指令を受信すると、モニタ１４に照明条件が変更されたことを表すメッセージを表示
する。図１０に示すように、例えば、「照明条件が変更されました」といったメッセージ
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を観察画像とともに表示する。もちろん、メッセージとしては、より具体的に、出射光量
比が変更されたこと、そのために、表層血管のコントラストが低下すること、などを表示
してもよい。こうしたメッセージによって、術者に対して、照明条件が変更されたため画
像診断に当たってはその点を留意すべきである旨の注意を喚起することができる。
【００７８】
　なお、本例においては、モニタ１４をメッセージの表示手段として利用しているが、ラ
ンプなどのインジケータを利用してもよいし、音声を発するスピーカでもよい。
【００７９】
　以下、上記構成による作用について、図１４のフローチャートを参照しながら説明する
。内視鏡診断を行う場合には、内視鏡１１をプロセッサ装置１２と光源装置１３にコネク
タ２８を接続し、プロセッサ装置１２と光源装置１３の電源を入れて、電子内視鏡システ
ム１０を起動する。
【００８０】
　内視鏡１１の挿入部１６を被検者の消化管内に挿入して、消化管内の観察が開始される
。通常観察モードでは、図８（Ａ）に示すように、第１光源モジュール３１が点灯する。
レーザダイオードＬＤ１が発する狭帯域光Ｎ１と、蛍光体３６が発する蛍光ＦＬとが混合
された白色光が内視鏡１１に供給される。供給された光はライトガイド４３を通じて照明
窓２２に導光されて観察部位に照射される。通常観察モードでは、接続された内視鏡１１
Ａ、１１Ｂに関わらず、同じ駆動条件で第１光源モジュール３１が駆動される。また、駆
動電流制御部６６は、プロセッサ装置１２から送信される露出制御信号に基づいて、第１
光源モジュール３１の出力を制御する。
【００８１】
　図８（Ａ）及び図９（Ａ）に示すように、白色光（Ｎ１＋ＦＬ）を照射中に撮像素子４
４によって観察部位が撮像されて、ＤＳＰ５７によってＢ、Ｇ、Ｒの画像信号が生成され
る。通常観察モードにおいては、画像処理部５８は、Ｂ、Ｇ、Ｒの画像信号に基づいて、
通常観察用の表示画像を生成する。表示制御回路６０は、生成された表示画像をビデオ信
号に変換して観察画像Ｐをモニタ１４に表示する。通常観察モードにおいては、こうした
処理が繰り返される。
【００８２】
　通常観察モードでは、第１光源モジュール３１が発光する白色光のみが照明光として使
用される。白色光の光透過率については、内視鏡１１Ａのライトガイド４３Ａと内視鏡１
１Ｂのライトガイド４３Ｂのどちらにおいても差が小さいので、内視鏡１１Ａ又は内視鏡
１１Ｂのどちらが使用されている場合でも、同じような観察画像が得られる。このため、
術者は、内視鏡１１Ａ、内視鏡１１Ｂのどちらでも問題なく利用することができる。
【００８３】
　血管強調観察を行う場合には、コンソール１５によってモード切り換え操作が行われて
、プロセッサ装置１２が血管強調観察モードに設定される。図１４に示すように、血管強
調観察モードでは、まず、光源制御部３４は、プロセッサ装置１２を経由して、内視鏡１
１のＩＤメモリ４７から内視鏡ＩＤを取得する（Ｓ１０１）。内視鏡識別部６７は、取得
した内視鏡ＩＤに基づいて、接続された内視鏡１１が内視鏡１１Ａか内視鏡１１Ｂのいず
れかであるかを識別して（Ｓ１０２）、機種情報を駆動電流制御部６６に送信する。
【００８４】
　駆動電流制御部６６は、基本駆動条件テーブル６８から、受信した機種情報に対応する
基本駆動条件を読み出して、基本駆動条件を決定する（Ｓ１０３）。内視鏡１１Ａが接続
されている場合には条件Ａが、内視鏡１１Ｂが接続されている場合には条件Ｂが選択され
る。駆動電流制御部６６は、決定した基本駆動条件で第１光源モジュール３１のレーザダ
イオードＬＤ１と第２光源モジュール３２のレーザダイオードＬＤ２の駆動を開始する（
Ｓ１０４）。
【００８５】
　第１光源モジュール３１が発する白色光（Ｎ１＋ＦＬ）と、第２光源モジュール３２が
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発する狭帯域光Ｎ２は、内視鏡１１に供給されて、ライトガイド４３を通じて照明窓２２
に導光されて観察部位に照射される。
【００８６】
　図８（Ｂ）及び図９（Ｂ）に示すように、白色光（Ｎ１＋ＦＬ）及び狭帯域光Ｎ２を照
射中に撮像素子４４によって観察部位が撮像されて、ＤＳＰ５７によってＢ、Ｇ、Ｒの画
像信号が生成される。血管強調観察モードにおいては通常観察モードと同様に、画像処理
部５８は、Ｂ、Ｇ、Ｒの画像信号に基づいて、血管強調観察用の表示画像を生成する。表
示制御回路６０は、生成された表示画像をビデオ信号に変換して観察画像ＰＥをモニタ１
４に表示する。血管強調観察モードにおいては、こうした処理が繰り返される。血管強調
観察モードでは、画像信号Ｂに、白色光のＢ成分に加えて、狭帯域光Ｎ２が含まれている
ので、観察画像ＰＥにおいて表層血管が高コントラストで描出される。
【００８７】
　血管強調観察モードにおいては、光源制御部３４は、プロセッサ装置１２からの露出制
御信号に基づいて、第１光源モジュール３１と第２光源モジュール３２の出力を制御する
（Ｓ１０５）。駆動電流制御部６６は、内視鏡１１Ａが接続された場合には条件Ａで指定
された比率を維持しながら、各モジュール３１、３２のレーザダイオードＬＤ１、ＬＤ２
の出力を制御する。一方、内視鏡１１Ｂが接続された場合には条件Ｂで指定された比率を
維持しながら、レーザダイオードＬＤ１、ＬＤ２の出力を制御する。
【００８８】
　駆動電流制御部６６は、内視鏡１１Ａ、１１Ｂのどちらが接続されている場合でも、露
出制御値Ｅ１までの範囲（図１３参照）においては、条件Ａ又は条件Ｂに基づいて、白色
光（Ｎ１、ＦＬ）と狭帯域光Ｎ２の出射光量比を所定の比率に維持した状態で露出制御を
行う。そのため、露出制御値Ｅ１までの範囲においては、内視鏡１１Ａ、１１Ｂのどちら
を使用している場合でも、観察画像ＰＥに描出される表層血管のコントラストに違いは無
い。
【００８９】
　しかし、内視鏡１１Ｂが接続されている場合において、撮像素子４４の受光量が不足し
てプロセッサ装置１２から露出制御値がＥ１を上回る露出制御信号を受信した場合には、
レーザダイオードＬＤ２の出力が上限値に達しているため、レーザダイオードＬＤ２につ
いてはそれ以上出力を上げることはできない（Ｓ１０６）。この場合、駆動電流制御部６
６は、出射光量比の維持よりも観察画像ＰＥの明るさの確保を優先して、条件Ｂで指定さ
れた比率を変更してレーザダイオードＬＤ１の出力だけを上げる。これにより、出射光量
比は変更されるが（Ｓ１０７）、明るさ補正のための露出制御の調整幅を維持することが
できる。
【００９０】
　レーザダイオードＬＤ１のみの出力増加により白色光（Ｎ１＋ＦＬ）の出力だけが上が
ると、狭帯域光Ｎ２の割合が減るため、観察画像ＰＥにおいては相対的に表層血管のコン
トラストが低下する。駆動電流制御部６６は、出射光量比を変更した場合には、プロセッ
サ装置１２に対して報知指令を送信する報知処理を実行する。プロセッサ装置１２のコン
トローラは、報知指令に基づいてモニタ１４に照明条件が変更されたことを表すメッセー
ジを表示する。このメッセージにより術者は照明条件が変更されたことを把握することで
き、それ念頭において適切な画像診断を行うことができる。そのため、内視鏡１１Ｂを安
心して利用することができる。血管強調観察モードが終了するまでの間、上記処理が繰り
返される（Ｓ１０９）。
【００９１】
　上記実施形態においては、内視鏡１１Ｂが接続された場合にのみ報知処理を行う例で説
明したが、内視鏡１１Ａが接続された場合に報知処理を行ってもよい。例えば、図１３に
示すように、露出制御値Ｅ２を超える範囲では、内視鏡１１Ａの場合でも、レーザダイオ
ードＬＤ２の出力は上限値に達してしまう。このとき、出射光量比の維持よりも明るさ補
正を優先してレーザダイオードＬＤ１の出力だけを上げると、上記例と同様に観察画像Ｐ
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Ｅにおける表層血管のコントラストの低下が生じる。この場合に駆動電流制御部６６は報
知処理を実行する。
【００９２】
　ただし、露出制御値Ｅ２において、レーザダイオードＬＤ１も上限値に達している場合
には、それ以上出力を上げる余地は無いので、出射光量比が変更される可能性があるのは
、内視鏡１１Ｂを接続した場合のみとなる。この場合には、上記例のように、内視鏡１１
Ａに対してライトガイドの光透過特性が相対的に低い内視鏡１１Ｂが接続された場合にの
み報知処理を実行するだけで十分である。
【００９３】
　上記実施形態では、狭帯域光Ｎ２と白色光の２種類の光の出射光量比が変更されたか否
かを、駆動電流値に基づいて判定しているが、出射光量比が変更されたか否かの判定する
方法は、例えば、撮像素子の受光量を測定して判定する方法でもよい。この場合、受光量
は、撮像素子が出力する画像信号に基づいて測定される。ただし、受光量を測定する場合
には測定誤差や測定処理を追加することによる構成の複雑化の懸念があるため、上記実施
形態のように駆動電流値に基づいて判定する方法が正確性や簡便性の点で有利である。
【００９４】
　上記実施形態では、血管強調観察モードの光源として、波長が４０５ｎｍの狭帯域光Ｎ
２を発する光源（第２光源モジュール３２）と、白色光原（第１光源モジュール３１）を
用い、表層血管強調用に狭帯域光Ｎ２を、中深層血管強調用に白色光のＧ成分を利用する
例で説明したが、図１５に示すように、白色光源の代わりに又はそれに加えて、中深層血
管強調用の狭帯域光Ｎ３（波長が約５３０～５６０ｎｍの緑色狭帯域光）を発する光源を
用いてもよい。
【００９５】
　また、白色光源として、青色の励起光を発する発光素子と黄色の蛍光を発する蛍光体と
からなる光源を例に説明したが、白色光源としては、青色の励起光を発する発光素子と赤
色の発光素子の２つの発光素子と、緑色の蛍光を発する蛍光体とから構成してもよいし、
蛍光体を使用せずに、青色、緑色、赤色の３色の発光素子から構成してもよい。
【００９６】
　上記実施形態では、血管情報観察として血管強調観察を例に説明したが、血管情報観察
には、血管強調観察の他にも、血液の酸素飽和度を算出してこれを画像化して観察する酸
素飽和度観察などがある。本発明は、酸素飽和度観察に適用することもできる。
【００９７】
　酸素飽和度観察における照明光としては、例えば、波長が４４５ｎｍや４７３ｎｍの光
のように、酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビンの吸光係数に差がある光と、波長が４０
５ｎｍの光のように酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビンの吸光係数が同じ等吸収点の光
が利用される。そして、各波長で取得された複数の画像間で演算を行って酸素飽和度が算
出される。酸素飽和度観察を行う場合には、画像間演算の信頼性を確保するため、各波長
の光の出射光量比を所定の比率に保つ必要がある。また、画像の明るさを補正する露出制
御も当然行われる。そのため、酸素飽和度観察においても、内視鏡１１Ａ、１１Ｂのよう
にライトガイドの光透過特性が異なる複数の内視鏡を使用する場合には、血管強調観察と
同じ課題が生じるので、本発明を酸素飽和度観察に適用してもよい。
【００９８】
　また、酸素飽和度観察では、１例として波長が異なる３種類以上の光を利用するが、血
管強調観察においても、青色光と緑色光に加えて、より深層の血管を強調するためにより
波長が長い赤色光を使用するというように３種類以上の光を利用する場合もある。３種類
以上の光を利用する場合に本発明を適用してもよい。
【００９９】
　上記実施形態では、複数機種の内視鏡として、既存の内視鏡と青色領域のライトガイド
の光透過特性が改善された改良型内視鏡を例に説明したが、既存の内視鏡と改良型内視鏡
は１例である。これに限らず、本発明において、複数機種の内視鏡は、血管情報観察用の
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数の内視鏡であればよい。
【０１００】
　上記実施形態では、半導体光源としてレーザダイオードを例に説明したが、ＬＥＤなど
他の半導体光源でもよい。
【０１０１】
　上記実施形態では、Ｂ、Ｇ、Ｒのマイクロカラーフイルタが設けられたカラー撮像素子
を用いて、白色光をマイクロカラーフイルタで色分離して複数色の画像を同時に取得する
同時方式を例に説明したが、カラーフイルタが設けられていないモノクロ撮像素子を用い
て、各色の画像を順次取得する面順次方式に適用してもよい。
【０１０２】
　上記実施形態では、光源装置とプロセッサ装置が別体で構成される例で説明したが、２
つの装置を一体で構成してもよい。また、本発明は、撮像素子と超音波トランスデューサ
が先端部に内蔵された超音波内視鏡と画像処理を行うプロセッサ装置からなるシステム等
、他の形態の内視鏡システムにも適用することができる。
【符号の説明】
【０１０３】
１０　内視鏡システム
１１、１１Ａ、１１Ｂ　内視鏡
１２　プロセッサ装置
１３　光源装置
２８　コネクタ
３１　第１光源モジュール
３２　第２光源モジュール
３４　光源制御部
４２ａ、４２ｂ　レセプタクルコネクタ（接続部）
４３、４３Ａ、４３Ｂ　ライトガイド
４７、４７Ａ、４７Ｂ　ＩＤメモリ
６６　駆動電流制御部
６７　内視鏡識別部
６８　基本駆動条件テーブル
ＬＤ１、ＬＤ２　レーザダイオード
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